


＊	＊	 赤ちゃんのことを考えると寂しくてたまらない、 涙が止まらなくなる
＊	＊	 イライラしやすい、 怒りがコントロールできず周りに当たってしまう
＊	＊	 誕生日、 命日、 予定日などの記念日が近づくと気持ちが落ち込む

＊	＊	 赤ちゃんのことばかり考えて、 他のことが手につかない
＊	＊	 自分のせいで赤ちゃんがなくなったと考え、 苦しくなる
＊	＊	 周囲の人の妊娠 ・出産を聞くとつらくなる、 喜べない自分を自己嫌悪する

＊	＊	 外に出るのがこわくて、 外出できない
＊	＊	 赤ちゃんや家族連れの人を見ると苦しくなるので、 そういう場に出られない
＊	＊	 人に会うのがつらくて、 人付き合いを避ける
＊	＊	 物事がおっくうで、 家事や仕事がこなせない、 動けない

＊	＊	 眠れない
＊	＊	 食欲低下、 体重減少
＊	＊	 からだの痛みや苦しさ（頭痛、腹痛、のどがつまる、胸が苦しい、疲れやすい、倦怠感など）

＊	＊	 次の妊娠について不安 ・恐怖が強い
＊	＊	 夫婦間で性生活や次の妊娠についての考えがくい違う

＊	＊	 夫（妻）とうまく話せない、 気持ちをわかってもらえなくてつらい
＊	＊	 赤ちゃんがなくなったことを、 友人にどう伝えたらよいのか悩む
＊	＊	 きょうだいへの伝え方、 きょうだいのこころのケアが心配

＊	＊	 赤ちゃんのことを職場の人にどう伝えたらよいのか悩む
＊	＊	 復帰してやっていけるか不安が強い

●多くの方が経験するグリーフ（悲嘆）の影響
感情への影響
これまでに経験したことのない強い感情の波におそわれ、 コントロールできないことが多いです

思考への影響

行動への影響

からだの症状

次の妊娠への悩み

人間関係への影響

仕事への影響



●ご家族のこころのケアのために

医師等から出血や下腹部痛等への対応として一定期間の休業等の指導が出されること
があります。 事業主は、 健康診査を受けるための時間の確保や、 医師等からの指導事
項を守ることができるようにしなければなりません。 流産 ・死産後１年以内の女性労働者
も対象となります（妊娠の週数は問われません）。

問診 ・診察 ・尿検査 ・ こころの健康チェックなど、 産婦健康診査にかかる費用の一部を
助成します。 妊娠届出後の流産や死産の場合に対象となります。

妊娠の事実が確認できた方に 5万円を支給するほか、 妊娠していたこども一人につき 5
万円を支給します。
【お問合せ先】 札幌市妊婦のための支援給付コールセンター　📞011-213-0383

事業主は原則産後 8週間は就業させてはいけません（本人が請求し、 医師が支障が
ないと認めた業務に就く場合には 6週間でも可）。 妊娠 12週以降の流産 ・死産及び
人工妊娠中絶の方も対象となります。

●活用できる制度 ・支援
産後休業

母性健康管理措置

産婦健康診査

札幌市妊婦のための支援給付

　これらの心やからだの反応は 「グリーフ（悲嘆）」 とよばれ、 決して異常なものではありま
せん。 赤ちゃんをなくした状況や元々の生活状況は一人ひとり違うので、 グリーフの症状や
経過も個人差があり、 どのくらいの時間が経てば楽になると言うことはできません。
　多くのご家族が最初の１～２年が特に苦しい時期だったとお話されますが、 グリーフの形
はゆっくり時間をかけながら少しずつ変化します。 今はそう思えないかもしれませんが、 「こ
の苦しみがずっと変わらず続くわけではない、 少しずつ気持ちが楽になる時がくるのだ」 と信
じてみてください。
　周囲に助けてもらいながら、 まずは食事や睡眠などの基本的な生活を少しずつ整えてい
きましょう。 自分の心の状態を理解するために、 グリーフに関する知識 ・情報に目を通す
ことも役に立ちます。
　自助グループ等で赤ちゃんをなくした家族同士で話すことが役立ったという方も多くいま
す。 また、 グリーフの反応があまりに強く、 通常の日常生活が送れない状況が続くときは、
自治体の相談窓口や精神科 ・心療内科医、 心理職等に相談して下さい。




